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令和４年度 第７回 正副会長会 
 

日時：令和４年１０月１２日（水） 

午後 4 時 00 分～5 時 00 分 

会場：板橋法人会館３階会議室 
 
次 第              ※資源保護のため、両面印刷している資料があります。 
 
                     ◯司会進行：浦田総務担当副会長 
Ⅰ．会長挨拶 
 
Ⅱ．議  題 
 １．前回正副会長会審議結果概要【資料 1】 

 
２．審議事項 

（１）令和５年度事業の基本方針及び主要施策の検討【資料２】 

（２）令和５年度予算編成方針の検討【資料３】 

（３）正副会長会及び常任理事会の運営について（改正案）の制定【資料４】 

（４）１２月１５日（木）情報交換会（忘年会）の開催の可否について【資料５】 

（５）正副会長会等審議予定について【資料６】 

（６）理事会の次第について【資料７】 

（７）公式ホームページ運用管理要綱の制定について【資料８】 
 

３．所管事項報告 

    委員会・部会関連の報告 

 （１）前回の正副会長会以降開催された委員会等について【資料９】 

 （２）総務委員会事業【資料１０】 

 （３）事業研修・税制委員会事業【資料１１】 

 （４）厚生委員会事業【資料１２】 

 （５）組織・広報委員会事業【資料１３】 

 （６）社会貢献委員会事業【資料１４】 
 

４．報告事項  

 （１）９月２６日（月）理事会・意見交換会に関しての意見について【資料７】 

 （２）全法連助成金制度に関する実地調査の実施結果について【資料１５】 

（３）会員の状況（東法連報告数値）について【資料１６】 

（４）納税表彰式への参加について【資料１７】 
 

５．連絡事項 

  （１）税務署からの要望事項について 

     ➪１２月１５日（木）理事会でキャッシュレス納付についてのお願いを

行いたい。（３０分程度） 

パワーポイントの使用を希望、不可の場合はチラシ配付。 
 
Ⅲ．次回日程（※次回以降の会議の開催日時の案） 

会 議 名 日   時 会   場 

正副会長会 11月10日（木）16:00～17:00 法人会館３階会議室 

常任理事会 11月17日（木）16:00～17:00 法人会館３階会議室 

正副会長会 12月 8日（木）16:00～17:00 法人会館３階会議室 

理事会 12月15日（木）17:00～18:00 未定（仮予約中：王華） 

情報交換会 

（忘年会） 

12月15日（木）18:00～ 未定（仮予約中：王華） 

 

出

席 

平野、浦田、 
森田、長谷川、 
吉川、坂口 
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資料１  

令和４年 10 月 12 日 

正 副 会 長 会 資 料   

 

令和４年度 第 6 回 正副会長会 審議結果概要 
【令和４年 9 月 8 日（木）・平野、浦田、森田、吉川、坂口】 

 

１．審議事項等 

（１）集金業務の停止について【資料 2】 
※資料に基づき説明し全員一致で承認されました。 

（２）9 月 26 日意見交換会の開催について 
※開催について審議し行動制限が発令されていないため予定通り開催が承認されました。 

（３）正副会長会等審議予定について【資料 3】 

  ※特に予定の変更はありませんでした。 

（４）その他 

  ※特にありませんでした。 

 

２．所管事項報告 
※各委員会から発表がありました。厚生委員会より板橋区商品券購入に際して会の補助

によるプレミアム商品券を販売して会員の厚生メニューとしたい旨発表があり詳細を

検討することになりました。 

 

３．報告事項  

（１）板橋区賀詞交換会への役員名簿の掲載について【資料４】 

※役員全員に確認した結果を報告、一部掲載を辞退する方がいらっしゃいました

のでその方々に関しては連絡先を記載しない旨区に伝えました。 

（２）税務 6 団体会税務署新人研修、6 団体長会、懇親会(9/5)報告 

  ※久しぶりの開催となり盛会に終わった旨報告いたしました。 

（３）8 月末会員の状況（東法連報告数値）について【資料７】 

  ※７月末比較増加１1，減少 6 で４，２０7 社となった旨報告しました。    

 

４．連絡事項 

（１）東法連主催「税を考える週間」協賛講演会について【資料６】 

※会長、坂口副会長共にほかの行事と重なっており出席不可のため事業研修・税

制委員会副委員長奥積副委員長に出席依頼することになりました。 

（後日ご了解いただきました。） 

５．事務局報告 

（１）第五ブロックのインボイス講習会。下赤塚地域センターとリモートのハイ

ブリッドで 8 月 29 日に実施されました。計 50 名の参加でした。 

※上記の報告をいたしました。 

 

 

以上 
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資料２ 

令和 4 年 10 月 12 日 

正 副 会 長 会 資 料   

 

公益社団法人板橋法人会 令和 5 年度事業の基本方針及び主要事業計画の検討 

 

令和 4 年度 事業計画 令和 5 年度 事業計画（案の作成と検討） 

 
Ⅰ 基本方針 

板橋法人会は、税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援するとともに、地域の

振興に寄与することで、国と社会の繁栄に貢献してまいります。 

そのために、板橋法人会は、コロナ禍にあっても必要な感染予防対策を講じたうえで、法

人会の原点である「税」に関する活動を中心としつつ、行政と連携した公益性の高い事業、

地域の特性を生かした多様な社会貢献事業、会員企業の発展や交流などを図る共益事業、会

員に対する福利厚生事業などに取り組んでまいります。そして、事業の実施にあたっては、

これまでの活動実績を踏まえつつ、必要な見直しを行い、より効率的・効果的な事業実施に

努めてまいります。 

また、公益社団法人化 10 年目の節目を迎え、板橋法人会の更なる発展を目指して、会員

の増強など組織基盤の整備に力を注ぐとともに、情報開示による透明性の高い運営にも取り

組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅰ 基本方針 

   板橋法人会は、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援するとともに、地域の振

興に寄与することで、国と社会の繁栄に貢献してまいりました。 

   コロナ禍も収束を迎え（つつあり）前年度以上の活動が期待できる令和 5 年度に関しては

従来通り法人会の原点である「税」に関する活動を中心に、行政との共催・賛同・提携によ

る公益事業、地域に対する社会貢献事業、会員相互の共益事業、会員への福利厚生事業を推

進してまいります。 

   さらに、組織基盤を増強するための会員増強、公益法人としての運営の更なる透明性の充     

実を図っていきます。 

   コロナ禍のために活動のほとんどに制限がかかっていた令和 2 年、3 年度に比べ昨年度

はコロナの感染に十分な注意を払いながら少しずつ活動を再開することが出来ました。令和

5 年度に関しましては当然感染への対策は取りながらも制限解除を前提にコロナ前の活動

規模を取り戻し翌年度以降の更なるステップアップへ繋げる年度と位置付けコロナの経験

を活かした活動を進めてまいります。 

 

（以下は本年度制定時のガイドラインです） 

Ⅰ 基本方針 

  ◯基本方針及び主要事業計画等は、公益社団法人板橋法人会の当該年度における活動を、会

員はもとより広く社会に示すものであり、正に法人会運営の要と言えます。 

その策定は、法人会における重要事項であり、この策定こそが、正副会長会の役割だと思

います。 

 

◯この基本方針及び主要事業計画等は、理事会の承認を得たうえで、総会で報告することで、

全ての会員にお約束することになります。 

また、公益社団法人として認定法の規定に基づき、行政庁である東京都に報告するととも

に、公の団体として一般にも公表することが義務付けられています。 

 

◯基本方針及び主要事業計画等については、従来は事務局で素案を作り、特に議論すること

もなく決まっていたようですが、前述のとおり正副会長会の役割として、これを策定する

必要があります。 

 

◯策定にあたっての、留意事項は下記のとおりです。 

※法人会は、東法連、全法連との重層構造により活動の統一性と充実を図っており、これ

を踏まえる必要があります。 

※平成 4 年 9 月、全国の法人会が「社団法人」として法人格を取得する際に、法人会の

さらなる発展を目指し、全法連において基本的指針を取りまとめています。 
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Ⅱ 主要施策 

１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する施策  

公益社団法人として、会員だけでなく広く一般の企業や住民を対象として、税知識の普

及と納税意識の向上に資するための事業を展開する。 

税に関する説明会や講習会などの開催にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策

を講じるなど、新しい開催方式を取り入れることにより、その着実な実施を図る。 

また、将来を担う児童・生徒に対する租税教育活動の充実に努めるほか、税を考える週

間にあわせて「税をテーマとした川柳コンクール」を関係団体と連携して実施する。その

他、ｅ-Tax 及びｅLTAX の一層の利用率向上、自主点検チェックシートの普及拡大に努

め、支部やブロックにおいても、身近な問題をテーマとした研修会などを開催する。 

さらに、税制に関する会員の意見を関係団体に提出するとともに、全国の法人会と連携

して関係機関に対する要望活動を展開する。 

広報誌「法人いたばし」や法人会のホームページでは、その充実・改善を図り、会員に

有益な情報を届けるだけでなく、広く一般に対しても税の啓発活動をはじめとする公益性

の高い情報を発信する。 

また、板橋区が開催するイベントにおいて、税に関する啓発を行うとともに、法人会の

ＰＲを展開し、法人会の知名度の向上を図る。 

 

 

 

２ 地域企業の健全な発展に資する施策 

公益社団法人として、会員だけでなく広く一般の企業をも対象に、多様なニーズに応え

る研修や講習会、時節に合った実務的なセミナーを企画して開催する。 

その開催にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を講じるとともに Web 配信

を導入するなど、より効果的で安全な開催に努める。 

また、インターネットを使ったセミナー配信サービスや企業の相談の機会を提供するな

ど、企業を取り巻く経営環境を踏まえ、企業のニーズに適したサービスを推進する。 

さらには、板橋区と連携して、企業の発展に資する取り組みを行うなど、企業に有益な

サービスを推進し、会員の法人会に対する満足度を高める。 

 

※その後、新公益法人制度のもと、全ての法人会が新しい公益法人等に移行したことに伴

い、全法連において、平成 27 年 3 月に新たな「理念」を制定し、税のオピニオンリー

ダーとして、公益性の高い事業活動を一層推進するとしています。 

 

  ◯これを踏まえ、法人会の「理念」を実現するため、板橋法人会としての基本的な姿勢や考

え方を基本方針として示します。 

   

◯具体的には、どういう考え方や方向性で法人会の「理念」を実現するかを基本方針で明確

にします。   

【法人会の理念】 

法人会は税のオピニオンリーダーとして 

企業の発展を支援し 

地域の振興に寄与し 

国と社会の繁栄に貢献する 

経営者の団体である 

 

Ⅱ 主要施策  

  1 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する施策  

     公益社団法人として会員、一般企業、地域住民を対象とする税に関する知識普及なら

びに納税意識向上につながる事業の展開を図る。 

     税に関する説明会・講習会についてはテーマもタイムリーなものを選んで実施する。 

     引き続き将来を担う児童・生徒に対する租税教育活動を実施する。税を考える週間に

合わせて関係団体と連携して実施している「税をテーマとした川柳コンクール」に関し

ては板橋区からの応募が減少している実態を鑑み区民特別賞等を設定するなどして区

民からの応募の増加を図る。 

ｅ-Tax 及びｅLTAX については更なる利用率向上、自主点検チェックシートの普及

拡大に努める。支部やブロックにおいても、身近な問題をテーマとした研修会などを開

催する。 

税制に関する会員の意見を関係団体に提出するとともに、全国の法人会と連携して関

係機関に対する要望活動を展開する。 

広報誌「法人いたばし」や法人会のホームページでは、その充実・改善を図り、会員

に有益な情報を届けるだけでなく、広く一般に対しても税の啓発活動をはじめとする公

益性の高い情報を発信する。 

また、板橋区が開催するイベントにおいて、税に関する啓発を行うとともに、法人会

のＰＲを展開し、法人会の知名度の向上を図る。 

 

２ 地域企業の健全な発展に資する施策 

公益社団法人として、会員のみならず一般の企業をも対象とする研修や講習会、時節に

合った実務的なセミナーを企画して開催する。 

その開催にあたっては、会館会議室を使用する小規模なものから、文化会館・グリーン

ホールを使用しての中規模・大規模なもの、さらに Web 配信を導入するなど、講師・対

象者も多様化して様々なニーズに応えられるものを企画する。 

従来通り、板橋区及びほかの団体とも連携して、企業に有益なサービスを推進し、会員

の法人会に対する満足度を高める。 
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３ 地域社会への貢献を目的とする施策 

公益社団法人として、地域の発展や地域住民に貢献することが求められており、中小企

業単独では難しい企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすため、団体としての組織力を活用

し、関係機関と連携して、積極的かつ継続的な社会貢献活動を推進する。 

事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を講じるとともに、法人会

の持てる力を発揮し、より効果的で安全な開催に努める。 

また、法人会の組織力を使い、著名人等を招聘しての講演会の開催や、次世代を担う子

供たちのため、板橋区と連携して子育て支援事業を実施する。 

さらに、地域の活性化のため、板橋区が開催するイベントに協力するとともに、17 の

支部と３つの部会による、地域の特性や実情に応じた多様な社会貢献活動に取組む。 

こうした様々な社会貢献活動を通して、会員企業の社会的責任を果たすとともに、法人

会の社会的な存在感を高め、これにより会員の法人会に対する帰属意識を高める。 

 

 

４ 会員の交流に資するための施策 

法人会組織の特性である、地域や社会とのつながり、そして会員同士のつながりを維持・

発展させるための事業を展開する。 

事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を講じるとともに、より効

果的で安全な開催に努め、人と人とのつながりを作っていく。 

税務署など関係機関との意見交換会や地域の経営者が集っての情報交換会など、会員が

地域や社会とつながる場の提供に努める。 

また、会員同士による情報交換会や、17 の支部と３つの部会による様々な催しなどを

開催することで、人と人とがつながる場の提供に努める。 

こうした異業種交流など、会員のニーズの高い事業を着実に推進することで、法人会の

魅力を高め、会員の法人会に対する帰属意識を高める。 

 

５ 会員の福利厚生等に資する施策 

企業の存続や従業員の確保の上で、各種福利厚生制度は必要不可欠であり、また、斡旋

事務手数料が法人会の財政面でも大きく貢献していることから、その制度の維持と普及推

進を図る。 

レジャー施設等割引斡旋などをはじめ、医療機関による一日人間ドックの紹介などの会

員サービスについて、会員のニーズを見極めて事業を実施する。 

また、会員企業の経営の安定に資する、経営者大型総合保障制度や保険共済事業につい

て、受託保険会社と連携してその普及を推進する。 

さらに、会員サービスの一環として、全法連・東法連が斡旋するサービスや会員向けの

簡易生命保険団体保険料払込代行や労働保険事務代行サービスを実施する。 

福利厚生制度は、会員の法人会に対する満足度を高めるとともに、会員増強のツールと

して有効であり、また、法人会の財政基盤の強化にも資することから、福利厚生に関する

情報収集を図り、より効果的な事業執行に努める。 

 

 

６ その他、目的を達成するために必要な施策 

板橋法人会が、公益社団法人として国と社会の繁栄に貢献していくためには、法人会そ

のものが持続的に発展していく必要があり、時代に合った組織運営体制の構築が必須の課

題である。 

そのため、正副会長会をはじめとする各種会議を通じて、役員相互が情報を共有し、法

３ 地域社会への貢献を目的とする施策 

地域の発展や地域住民に貢献することは公益社団法人として必須事項であり、これまで

以上の活動が求められています。中小企業単独では難しい企業の社会的責任（ＣＳＲ）を

果たすため、引き続き団体としての組織力を活用し、関係機関と連携して、積極的かつ継

続的な社会貢献活動を推進する。 

事業の実施にあたっては、感染対策を十分にとったうえで安全な開催に努める。 

また、板橋区と連携して実施している子育て支援事業に加え、対象を子育て世代以外も

広げて実施する。 

さらに、地域の活性化のため、法人会全体として板橋区が開催するイベントに協力する

とともに、17 の支部と３つの部会による、地域の特性や実情に応じた多様な社会貢献活

動にも取組む。 

社会貢献活動を通して、会員企業の社会的責任を果たすとともに、法人会の社会的な存

在感を高め、これにより会員の法人会に対する帰属意識を高める。 

 

４ 会員の交流に資するための施策 

法人会組織の特性である、地域や社会とのつながり、そして会員同士のつながりを維持・

発展させるための事業を展開する。 

人と人とのつながりを作り、深めていくためにコロナ禍で培ってきた感染防止対策を十

分に踏まえたうえで様々な交流の場を設定する。 

税務署など関係機関との意見交換会や地域の経営者が集っての情報交換会など、会員が

地域や社会とつながる場を積極的に提供していく。 

また、会員同士による情報交換会や、17 の支部と３つの部会による様々な催しなどを

開催することで、人と人とがつながる場の提供に努める。 

こうした異業種交流など、会員のニーズの高い事業を着実に推進することで、法人会の

魅力を高め、会員の法人会に対する帰属意識を高める。 

 

５ 会員の福利厚生等に資する施策 

企業の存続や従業員の確保の上で、各種福利厚生制度は必要不可欠であり、また、斡旋

事務手数料が法人会の財政面でも大きく貢献していることから、その制度の維持と普及推

進を図る。また、会員への案内についても更に分かり易い形で周知していく。 

レジャー施設等割引斡旋などをはじめ、医療機関による一日人間ドックの紹介などの会

員サービスについて、会員のニーズを見極めて事業を実施する。 

また、会員企業の経営の安定に資する、経営者大型総合保障制度や保険共済事業につい

ては一昨年・昨年に実施したキャンペーンでの活動を継続し受託保険会社と連携してその

普及を推進する。 

さらに、会員サービスの一環として、全法連・東法連が斡旋するサービスや会員向けの

労働保険事務代行サービスなどを実施する。 

福利厚生制度は、会員の法人会に対する満足度を高めるとともに、会員増強のツールと

して有効であり、また、法人会の財政基盤の強化にも資することから、福利厚生に関する

情報収集を図り、より効果的な事業執行に努める。 

 

６ その他、目的を達成するために必要な施策 

正副会長会をはじめとする各種会議を通じて、役員相互が情報を共有し、法人会の持続

的な発展のため、組織や運営体制を検証し必要に応じて改善を図る。 

また、法人会の持続的な発展には、会員の増強が極めて重要なことから、積極的な加入

勧奨策を推進する。 
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人会の持続的な発展のため、組織や運営体制を検証し必要に応じて改善を図る。 

また、法人会の持続的な発展には、会員の増強が極めて重要なことから、会員一人ひと

りが会員増強活動に携わる仕組みをつくるなど、積極的な加入勧奨策を推進する。 

さらに、板橋法人会館について、法人会活動の拠点としての機能を適切に確保しつつ、

法人会の主要な財源の一つであるテナント収益事業の継続的な運営を担保すべく、法人会

館維持管理計画に基づき、施設の適切な管理を図る。 

法人自治及び自己責任の視点から、規程や管理体制等を整備し、情報開示による透明性

の高い運営を行うこととし、これらを支える事務局の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、板橋法人会館について、法人会活動の拠点としての機能を適切に確保しつつ、

法人会の主要な財源の一つであるテナント収益事業の継続的な運営を担保すべく、法人会

館維持管理計画に基づき、施設の適切な管理を図る。 

法人自治及び自己責任の視点から、規程や管理体制等を整備し、情報開示による透明性

の高い運営を行うこととし、これらを支える事務局の充実に努める。 

 

 

 

（以下は昨年度制定時のガイドラインです。Ⅲについては本年度の総会議案書の文面を記載して

おきます。） 
 
Ⅱ 主要事業計画（主要施策、重点施策） 

 ◯基本方針で示した考え方や方向性にそって、理念を実現するための事業について、施策と

して体系的に整理しその手段などを具体的に記載します。 
 
◯主要事業計画についても、従来は事務局で素案を作り、特に議論することもなく決まって

いたようですが、前述のとおり正副会長会の役割として、主要事業計画を策定する必要が

あります。 
 
◯正副会長会で策定した、基本方針及び主要事業計画と別途策定する「予算編成方針」を各

委員会に提示し、各委員会では、正副会長会で示された考え方や方向性に沿って、具体的

な事業を検討することになります。 
 

 ◯主要事業計画の体系については、次の二通りが考えられます。 
   

例―1 【公益認定された事業をベースに施策体系とする例】 

     ※なお、表題は「主要施策」が妥当かと思います 
 

１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する施策 

   ※施策の考え方や方向性を具体的に記載します。 

２ 地域企業の健全な発展に資する施策 

３ 地域社会への貢献を目的とする施策 

４ 会員の交流に資するための施策 

５ 会員の福利厚生等に資する施策 

６ その他目的を達成するために必要な施策 
 
 

 例―2 【重点的に進める施策を施策体系とする例】 

     ※なお、表題は「重点施策」が妥当かと思います 

     ※この場合、何を重点にするのかの検討も必要となります。 
 
１ 公益事業活動の推進 

※施策の考え方や方向性を具体的に記載します。 

２ 社会貢献活動の推進 

３ 組織の充実・強化    

４ 広報活動の推進 

５ 福利厚生事業の充実 

６ 体制の整備 
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Ⅲ 主要事業実施計画 

 １ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

 （１）税知識の普及を目的とする事業 

   ①新設法人説明会 

   ②決算法人説明会 

   ③法人税申告書・決算書の書き方講習会 

   ④ブロック別税務座談会 

   ⑤税の知っ得塾 

   ⑥租税教室 

   ⑦支部研修会 

 （２）納税意識の高揚を目的とする事業 

   ①e-Tax・eLTAX の促進 

   ②自主点検チェックシート、ガイドブックの普及推進 

   ③広報誌等による税情報の発信 

   ④税を考える週間実施事業（税をテーマとした川柳コンクール） 

   ⑤イベント協働事業 

 

 （３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

   ①税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出（全国大会） 

   ②全国青年の集い 

   ③全国女性フォーラム 

 

 ２ 地域企業の健全な発展に資する事業 

 （１）簿記講習会 

 （２）税務・労務・経営・経営支援・無形（知的）財産・行政手続き支援相談 

 （３）インターネット配信サービス「セミナー・オンデマンド」 

 （４）夏期研修会 

 （５）実務セミナー 

 （６）板橋産業見本市ものづくりセミナー 

 （７）ものづくり・商業・サービス 生産性向上促進補助金無料相談会 

 （８）環境関連事業 

 

 ３ 地域社会への貢献を目的とする事業 

 （１）厚生講演会 

 （２）チャリティーコンサート事業 

 （３）子育て支援事業 

 （４）イベント協働事業 

 （５）青年部会地域社会貢献事業 

 （６）女性部会地域社会貢献事業 

 （７）支部社会貢献活動 

 （８）地域講演会 

 

 ４ 会員の交流に資するための事業 

 （１）法律相談 

 （２）総会懇親会 

 

Ⅲ 主要事業実施計画 

 

上記Ⅱの設定後策定いたします。 

 

（以下は今年度策定時のガイドラインです。） 

 

Ⅲ 主要事業実施計画 

◯正副会長会において策定した、基本方針及び主要事業計画、並びに予算編成方針に基づき、

各委員会において、具体的な事業を検討します。 

 

◯各委員会において検討した事業について、体系的に整理して記載します。 

※従来は、事業名のみの記載でしたが、所管の委員会を明記してはどうでしょうか。 

 

【体系（定款第 4 条で示した事業）】 

 

１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

２ 地域企業の健全な発展に資する事業 

３ 地域社会への貢献を目的とする事業 

４ 会員の交流に資するための事業 

５ 会員の福利厚生等に資する事業 

６ その他目的を達成するために必要な事業 
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 （３）板橋税務署との意見交換会 

 （４）情報交換会 

 （５）新年賀詞交換会 

 （６）役員懇談会 

 （７）会員増強功労者表彰 

 （８）会員増強活動用資器材調達 

 （９）支部共益活動 

 （１０）青年部会共益事業 

 （１１）女性部会共益事業 

 （１２）源泉部会共益事業 

 

 ５ 会員の福利厚生等に資するための事業 

 （１）レジャー施設等割引利用斡旋 

 （２）宿泊施設利用割引 

 （３）各種健康診断 

 （４）経営者大型保証制度の普及推進（案内・周知） 

 （５）経営保全プランの普及推進（案内・周知） 

 （６）がん保険制度の普及推進（案内・周知） 

 （７）貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（案内・周知） 

 （８）簡易生命保険団体保険料払込制度に関わる集金事務 

 （９）労働保険事務代行業務 

 

 ６ その他、目的を達成するために必要な事業 

 （１）各種会議の運営 

 （２）規程等の整備 

 （３）情報開示の推進 

 （4）板橋法人会館賃貸業務 
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資料２－２                            

令和４年 1０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料   

 

令和５年度事業の基本方針及び主要施策等の策定行程（案） 
 

  

今後の日程 

 

№ 実施日 実施項目 実施内容 

１ 
4 年 

10／12 
正副会長会 

基本方針及び主要施策並びに予算編成方針の

検討 

２ 
4 年 

11／10 
正副会長会 

基本方針及び主要施策並びに予算編成方針の

決定、各委員長と部会長へ提示 

３ 
4 年 11 月 

～5 年１月 
各委員会 

委員会・部会ごとに個別事業計画と予算案の

検討、決定 

４ 5 年 1 月末 
事業予算 

概要書提出 

委員会・部会で検討した事業予算概要書を事

務局に提出 

５ 
5 年２月 

～３月 
正副会長会 

事業計画及び予算案の総合調整 

事業計画及び予算案の承認 

６ 5 年３月 常任理事会 事業計画及び予算案の承認 

７ 5 年３月 理事会 事業計画及び予算案の承認 

８ 5 年３月 
会計事務 

説明会 

支部決算報告の手順と次年度支部予算書の書

き方の説明 

９ 5 年３月末 
東京都への 

報告 

監督官庁である東京都に事業計画と予算案を

提出 

10 5 年６月 通常総会 事業計画及び予算の報告 
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＜参考＞ 

令和３年度の行程 

実施日・実施項目 実施内容 実施結果概要 

10/7 

正副会長会 

基本方針及び主要施策並び

に予算編成方針の検討 

基本方針等の位置づけの確認と策定方法

について協議した。 

事務局でたたき台を作成し、次週に提示

できるよう準備を進める。 

次回の正副会長会で内容を検討。 

10/21 

正副会長会 

基本方針及び主要施策並び

に予算編成方針（事務局案）

の検討 

事務局で作成した案について審議し、こ

れを現段階での正副会長会の案とした。 

何か意見があれば事務局に出す。 

11/4 

正副会長会 

各委員長と部会長に通知す

る事業予算概要書の提出依

頼文の検討 

通知を出す前段として、次回の正副会長

までに、各委員長は具体的に事業を検討

し、どうするのかの方向性を決める。 

次回の正副会長会で事業を検討し、あら

ためて通知を出す。 

11/18 

正副会長会 
令和４年度事業の検討 

各委員長から、令和４年度事業の検討状

況について報告があり、今後、各委員会

でそれぞれ検討し、予算を出す。 

3 年 11 月 

～４年１月 

各委員会 

委員会・部会ごとに個別事業

計画と予算案の検討、決定 
 

4 年 1 月末 

事業予算 

概要書提出 

委員会・部会で検討した事業

予算概要書を事務局に提出 
 

4 年２月 

～３月 

正副会長会 

事業計画及び予算案の総合

調整 

事業計画及び予算案の承認 

4 年 3/3 正副会長会 

事業予算概要書 了承 

4 年 3/17 

常任理事会 
事業計画及び予算案の承認  

4 年 3/18 

会計事務 

説明会 

支部決算報告の手順と次年

度支部予算書の書き方の説

明 

 

4 年 3/28 

理事会 
事業計画及び予算案の承認  

4 年 3/31 

東京都への 

報告 

監督官庁である東京都に事

業計画と予算案を提出 
 

4 年 6/10 

通常総会 
事業計画及び予算の報告  

 



 1 / 2 

 

資料 3 

令和 3 年 10 月１２日 

正 副 会 長 会 資 料   

 

公益社団法人板橋法人会 令和 5 年度予算編成方針の検討 

 

令和 4 年度 予算編成方針 令和 5 年度 予算編成方針（案の作成と検討） 

 

令和 4 年度事業 予算編成方針 
 

予算の編成にあたっては、次の方針により的確に経費を見積もること。 

 

（１）令和 4 年度事業の基本方針及び主要施策に沿った事業を企画し、着実に実施しするこ

とで、税のオピニオンリーダーとして、企業の発展と地域の振興に寄与し、国と社会の繁

栄に貢献すること。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえ、国や自治体の動向を注視しつ

つ、感染防止を徹底した新しい生活様式を踏まえた事業実施を検討すること。 

 

（３）全ての事業について、制度や事業の根本に立ち返り、その必要性や有益性を検証し、

必要な見直しを行うこと。 

 

（４）最小の経費で最大の効果を挙げるため、これまで以上に創意工夫を凝らし、効率的・

効果的な事業実施を検討すること。 

 

（５）歳入については、経済情勢の推移など動向を把握して的確に見積もること。また、補

助金など財源の見込めるものは確保に努めること。 

 

（６）支部会計における令和３年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応して、決算

後に本部に戻すこと。なお、支部活動に支障のないよう、年度当初に新年度分の活動費

を速やかに交付すること。 

 

（７）部会費における令和３年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応して、決算後

に本部に戻すこと。なお、部会費は部会が個別に徴収した特定財源であることから、新

年度の事業に充当することを前提に同額を交付すること。 

 

（８）法人会の活動拠点としての機能を確保しつつ、テナント収益事業の継続的な運営を図る

ため、法人会館維持管理計画に基づき「減価償却引当資産」等への積立を着実に行うこと。 

 

 

 

令和 5 年度事業 予算編成方針 
 

予算の編成にあたっては、次の方針により的確に経費を見積もること。 

 

（１）令和 5 年度事業の基本方針及び主要施策に沿った事業を企画し、着実に実施しすること

で、税のオピニオンリーダーとして、企業の発展と地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に

貢献すること。 

 

（２）新型コロナウイルス感染状況の縮小後の活動再開にあたっても、感染防止を徹底した新

しい生活様式を踏まえた事業実施を検討すること。 

 

（３）全ての事業について、制度や事業の根本に立ち返り、その必要性や有益性を検証し、必

要な見直しを行うこと。 

 

（４）最小の経費で最大の効果を挙げるため、これまで以上に創意工夫を凝らし、効率的・効

果的な事業実施を検討すること。 

 

（５）歳入については、経済情勢の推移など動向を把握して的確に見積もること。また、補助

金など財源として見込めるものは確保に努めること。 

 

（６）支部会計における令和 4 年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応して、決算後

に本部に戻すこと。なお、支部活動に支障のないよう、年度当初に新年度分の活動費を速

やかに交付すること。 

 

（７）部会費における令和 4 年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応して、決算後に

本部に戻すこと。なお、部会費は部会が個別に徴収した特定財源であることから、新年度

の事業に充当することを前提に同額を交付すること。 

 

（８）法人会の活動拠点としての機能を確保しつつ、テナント収益事業の継続的な運営を図るた

め、法人会館維持管理計画に基づき「減価償却引当資産」等への積立を着実に行うこと。 

 

 

以下は今年度の設定にあたってのコメントです。 

◯予算編成方針は、各委員会において、事業を検討する際の指針となる重要なものであり、そ

の策定は、法人会における重要事項であり、正副会長会の役割だと思います。 

 



 2 / 2 

 

◯これまで、文書化された予算編成方針が無かったことから、昨年度新たに予算編成方針を策

定し、各委員会及び部会等に通知したところです。 

 

◯昨年度の予算編成方針については、新たな取組みであり、また、時間的な余裕もなかったこ

とから、事務局で素案を作りましたが、前述のとおり正副会長会の役割として、これを策定

する必要があります。 

 

◯予算編成方針は、各委員会が、正副会長会から提示された基本方針及び主要事業計画に沿っ

て事業を検討する際に、より具体的に検討するための指針となるものです。 

 

◯正副会長会では、基本方針及び主要事業計画と並行して、予算編成方針を策定し、各委員会

に提示することになります。 

 

 

 

 



      資料４ 

令和 4 年１０月１２日 

                                                        正 副 会 長 会 資 料 
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正副会長会及び常任理事会の運営について（改正案） 
（令和 3 年 6 月 15 日 正副会長会決定） 

（令和 4 年３月３日一部改正） 

（令和 4 年◯月◯日一部改正） 
 
公益社団法人である板橋法人会は、社会経済環境の変化に的確に対応し、会員企業

の健全な発展、経営力の向上を目指すとともに、地域に根差した団体として地域の発

展、地域住民に貢献することが求められています。 

そうした使命を果たすためには、法人会そのものが持続的に発展していく必要があ

り、時代にあった組織運営を図っていかなければなりません。そのひとつとして、正

副会長会などを通じて役員相互が情報を共有し、思いを一つにして様々な課題に取り

組んでいく、そうした体制の構築が必須となっています。 

ついては、正副会長会及び常任理事会について、下記のとおりその役割などを明確

化し、会議の効率化及び活性化を図ることとします。 

 

記 

１．正副会長会 〈定款 第８章〉 

（１）目  的 法人会の運営に関する重要事項について審議する。 

 

（２）開催時期 原則として、毎月１回（第２木曜日）開催する。 

 

（３）開催時間 原則として、午後 4 時から開催する。 

         

（４）会議運営 総務担当副会長が司会進行する。 

また、会議時間は 1 時間以内を目途とする。 

            

２．常任理事会 〈定款 第９章〉 

（１）目  的 理事会の審議事項の検討、準備に関する事項などを調査審議する。 

 

（２）開催時期 原則として、隔月１回（奇数月の第 3 木曜日）開催する。 

 

（３）開催時間 原則として、午後 4 時から開催する。 

 

（４）会議運営 総務担当副会長が司会進行する。 

また、会議時間は 1 時間以内を目途とする。 

 

（５）そ の 他 正副会長は、常任理事会開催の 30 分前に集合し、事前打ち合わ

せを行う。 

 

付 則 

 この一部改正は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 この一部改正は、令和 4 年○月○日から施行する。 

 

 

 

 



      資料４ 

令和 4 年１０月１２日 

                                                        正 副 会 長 会 資 料 
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【現行規定】 
 

正副会長会及び常任理事会の運営について 

（令和 3 年 6 月 15 日 正副会長会決定） 

（令和 4 年３月３日一部改正） 

 
 
公益社団法人である板橋法人会は、社会経済環境の変化に的確に対応し、会員企業

の健全な発展、経営力の向上を目指すとともに、地域に根差した団体として地域の発

展、地域住民に貢献することが求められています。 

そうした使命を果たすためには、法人会そのものが持続的に発展していく必要があ

り、時代にあった組織運営を図っていかなければなりません。そのひとつとして、正

副会長会などを通じて役員相互が情報を共有し、思いを一つにして様々な課題に取り

組んでいく、そうした体制の構築が必須となっています。 

ついては、正副会長会及び常任理事会について、下記のとおりその役割などを明確

化し、会議の効率化及び活性化を図ることとします。 

 

記 

１．正副会長会 〈定款 第８章〉 

（１）目  的 法人の運営に関する重要事項について審議する。 

        ※議題を重要事項に絞り込み、委員会報告等は常任理事会等で行

うこととする。 

 

（２）開催時期 原則として、毎月１回（第２木曜日）開催する。 

 

（３）開催時間 原則として、午後 4 時から開催する。 

         

（４）会議運営 総務担当副会長が司会進行する。 

また、会議時間は 1 時間以内を目途とする。 

            

２．常任理事会 〈定款 第９章〉 

（１）目  的 理事会の審議事項の検討、準備に関する事項などを調査審議する。 

        ※理事会に付す案件を審議するほか、各委員会の報告やブロック長

の報告を行うこととする。 

 

（２）開催時期 原則として、隔月１回（奇数月の第 3 木曜日）開催する。 

 

（３）開催時間 原則として、午後 4 時から開催する。 

 

（４）会議運営 総務担当副会長が司会進行する。 

また、会議時間は 1 時間以内を目途とする。 

 

（５）そ の 他 正副会長は、常任理事会開催の 30 分前に集合し、事前打ち合わ

せを行う。 

 

付 則 

 この一部改正は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 



資料 ５ 

令和４年１０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料 

 

令和４年１０月１２日 
 

令和４年度 情報交換会（忘年会） 実施計画（案）【着席】 

 

１．開催日時   令和４年１２月１５日（月） 午後６時００分から午後８時００分 

        ※情報交換会の前に理事会を行います。（午後５時～６時まで） 

 

２．会  場   未 定 

        ※前回実施した、レストラン「王華」の会場を仮予約中。 

住所：板橋区高島平１－７９－３ トミコシ会館２Ｆ 

ＴＥＬ：３９３４－４１５４ 

 

３．開催内容  司会進行  副会長  浦 田 秀 明 

（１）挨  拶  会 長  平 野 慎 治 

（２）乾  杯  監 事  三 原 寿太郎 

（３）懇  談 

（４）閉  会  副会長   長谷川 孝 一 

 

４．会  費  １人 ３，０００円 

 

５．板橋税務署出席者（見込）  板橋税務署 副署長 

                  同   法人課税第１部門統括官 

                  同   法人課税第１部門上席調査官 

 

６．対 象 者  会長、副会長、常任理事、理事、監事、顧問、相談役、参与 

（令和１年度 出席人数：法人会３９名、顧問税理士１名、税務署３名） 

 

７．対象人数   板橋税務署    ３名 

         正副会長     ６名 

         常任理事～参与 ４６名 

         顧問税理士    １名 

         事務局長     １名 

         事務局職員    ６名  

                 ６３名 

 

８．懇 談 会  着席形式 



資料６
令和４年１０月１２日

正副会長会資料

事業計画・予算・決算関係 法人会運営関係 規則等・その他

1 令和4年4月14日 （木） 第1回 正副会長会
・通常総会運営の検討
・監査会の準備状況

 

2 令和4年5月12日 （木） 第2回 正副会長会 ・令和3年度事業報告及び決算の承認
・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会実施要領の検討

 

3 令和4年5月16日 （月） 監査会
・事業報告等の監査
・計算書類等の監査

4 令和4年5月19日 （木） 第1回 常任理事会
・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会実施要領の検討

 

5 令和4年5月26日 （木） 第1回 理事会
・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会実施要領の検討

6 令和4年6月9日 （木） 第3回 正副会長会 ・総会、全体委員会実施準備

7 令和4年6月10日 （金） 第10回 通常総会
・3年度事業報告
・4年度事業計画及び収支予算の報告
・3年度財務諸表の承認

8 令和4年6月23日 （木） 全体委員会
・会長による基本方針説明
・正副委員長による主要施策の説明

・ブロック長による活動等の紹介

9 ブロック長会議
・支部相互の情報共有と意見交換
・ブロック長の発表（情報提供等）

10 令和4年7月15日 （金） 第4回 正副会長会 ・板橋税務署名刺交換会終了後開催

第2回 常任理事会

第2回 理事会 ・事務局長の交代について

12 令和4年8月10日 （水） 第5回 正副会長会
・終了後、正副会長とブロック長によ
る会議を開催

13 令和4年9月8日 （木） 第6回 正副会長会

14 令和4年9月15日 （木） 第3回 常任理事会

15 令和4年9月26日 （月） 第3回 理事会 ・終了後、意見交換会を開催

16 令和4年10月12日 （水） 第7回 正副会長会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

17 令和4年11月10日 （木） 第8回 正副会長会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

18 令和4年11月17日 （木） 第4回 常任理事会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

19 令和4年12月8日 （木） 第9回 正副会長会
・次年度事業の基本方針及び主要施策
並びに予算編成方針の提示

20 令和4年12月15日 （木） 第4回 理事会
・次年度事業の基本方針及び主要施策
並びに予算編成方針の提示

・終了後、情報交換会を開催

21 令和5年1月12日 （木） 第10回 正副会長会 ・次年度事業計画及び収支予算の調整 ・役員改選について

22 令和5年1月19日 （木） 第5回 常任理事会 ・次年度事業計画及び収支予算の調整

23 令和5年2月9日 （木） 第11回 正副会長会 ・次年度事業計画及び収支予算の調整 ・役員改選について

24 令和5年3月9日 （木） 第12回 正副会長会 ・次年度事業計画及び収支予算の調整
・役員改選の進め方について
・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認

25 令和5年3月16日 （木） 第6回 常任理事会 ・次年度事業計画及び収支予算の決定
・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認
・【報告】役員改選の進め方について

26 令和5年3月中旬 ブロック長会議
・支部相互の情報共有と意見交換
・ブロック長の発表（情報提供等）

27 令和5年3月中旬 会計事務説明会
・支部決算報告についての説明
・支部次年度予算についての説明

28 令和5年3月下旬 　 第5回 理事会 ・次年度事業計画及び収支予算の承認
・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認

板橋法人会　正副会長会等　審議予定表

主な審議案件

令和4年7月21日 （木）11

№ 会議名開　催　日
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2022 年 9 月 26 日 理事会・意見交換会に関しての意見 
 

 

理事会について 
 

①質疑応答の時間を別途設けて欲しい。進行が速すぎて発言し損ねてしまった。 

➪（進行について事前に打ち合わせを設けて対応したく考えます。） 

 

②支部長だけの会議を開催して欲しい。理事会の場では支部運営の相談等なかなかで

きず支部で抱えている問題を同様の立場である支部長同士で相談する場を作って

ほしい。正副会長同席であると言いにくいこともある。 

➪（正副会長会で検討お願いします。） 

 

③支部長の意見をまとめたものを発表できる場を会議内に取り上げて欲しい。発言し

にくいので。 

➪（ご検討お願いします。） 

 

④保険受託会社 3 社の名刺交換のタイミングを考えたほうがよい。理事会終了後、意

見交換会までの間に行うべきではなかったのか。 

➪（4 名を遅くまで引き留めておくこと、密にならないようにするために先に名刺

交換、退席としてもらいましたが確かに説明不足であり今後は同様のケースに

は指摘の順番になるように対応したく思います。） 

 

⑤審議事項と報告事項の順番を逆にすることはできないのか。報告もなく、いきなり

審議といわれても、何も言うことができない。 

➪（審議事項と報告事項の内容は同一でなく特に重要度の高い者を審議としており

ますが、順番については改善の必要はあるかと思います。） 

 

⑥各委員会報告やブロック報告を聞いた後に審議ではないのでしょうか。 

➪（上記指摘と同一内容ですが、検討案件としていただきたく。） 

 

⑦委員会報告の後及び理事会の終了前のその他の時に最後に何か気になること、質問

はあるかなど、もう少し時間を設けて欲しい。 

➪（事前に進行打合せを実施して対応したく考えます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ７ 

令和４年１０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料 
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意見交換会について 
 

①会員から税務署の方々への席へはなかなか行きにくかった。税務署の方から来てほ

しかった。 

➪（後半では署長以下皆さんに回ってもらいましたがご意見をいただいた方は先に

帰ってしまわれていました。） 

 

②意見交換会のアナウンスが遅すぎて既にほかの予定を入れてしまっており参加で

きなかった。もっと早く、せめて１ケ月前までに案内をください。 

➪（今回はぎりぎりまで開催を迷っていたため案内が遅くなりました。今後は 1 ケ

月前には案内をするようにします。） 

 

③最初の 10 分間の黙食は、なぜ必要だったのか。 

➪（税務 6 団体の翌日に感染者が発覚したこともあり、その際に他人の席に座った

り、マスクをせず、開けっ放しの弁当への飛散があったであろう状況を反省し

て設定しましたが、説明不足であったかと思います。） 

 

④お酌は禁止とアナウンスがあったが、会長自らお酌で回っていた。 

➪（今後はアナウンスの方法を考えます。） 

 

⑤理事会と同じレイアウトではなく、ロの字や円卓のようなレイアウトにしたほうが

よい。 

➪（レイアウトによってはアクリル板の設置が必要になるため今回は設営を変えな

い形にしましたが次回以降感染状況によっては従前の形に戻したく考えてお

ります。） 

 

＜その他＞ 

前回の常任理事会において、委員会報告を事務局長が行っていた。本来であれば

委員長若しくは副委員長がやるべきではないか。報告者が変わったのであれば、そ

の経緯と理由を報告して欲しい。 

➪（従来の役割分担がそうであったと聞いていましたので常任理事会では事務局

長が報告しましたが、指摘の通りに変更してよいか協議お願いします。） 
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令和４年度 第 3 回 理事会 
 

日時：令和４年 9 月２6 日（月） 

午後４時 00 分～５時 00 分 

会場：板橋法人会館３階会議室 
 
次 第              ※資源保護のため、両面印刷している資料があります。 
 
第１部 理事会  午後４時００分～５時００分 
 
Ⅰ．開会挨拶 
  ・会  長  平 野 慎 治 
  ・副署長  水 野 雅 史 
 
Ⅱ．定足数の確認 
 
Ⅲ．議事録署名人 

・監  事  三 原 寿太郎 
 
Ⅳ．受託会社挨拶 
 
Ⅴ．議  題 
 １．審議事項 

各委員会から事案あれば説明いただく 
 

２．各委員会報告 

 （１）総務委員会所管事業【資料１】 

 （２）事業研修・税制委員会所管事業【資料２】 

 （３）厚生委員会所管事業【資料３】 

 （４）組織・広報委員会所管事業【資料４】 

 （５）社会貢献委員会所管事業【資料５】 
 
３．各ブロック報告 
 
４. 報告事項 
（１）広報誌の発行に関する要綱の制定について【資料６】 
（２）全法連アンケート調査システム令和４年度推進策について【資料７】 
（３）集金業務の停止について【資料８】 
（４）９月２６日（月）意見交換会の開催について【資料９】 
（５）会員の状況（東法連報告数値）について【資料１０】 
（６）事務局人事案件について 
 
５．連絡事項 
（１）税務署よりインボイス制度説明会（税務署 4 階で開催）への参加依頼およ

びブロック・支部活動の際に出張説明（講師派遣）の申出がありました。 
（２）全法連提供の「令和４年度ポスター連動型１５秒動画」（①「税の提言」

編、②「税の知識を経営の力へ」編、③「経営者の仲間づくり」編、の３

種類）を板橋法人会ホームページに掲載いたしました。 
（３）法人会館で支部事業を行う際に出るゴミの処理について 
    ⇒ゴミ処理費用を含めて事業見積もりを作成してください。 

 
 ６．その他 
 

出 
 

 

席 

平野、浦田、森田、長谷川、吉川、坂口、 

荒木、武居、姫野、瓜生、須藤、山上、 

吉田、奥積、高津、船橋 

平澤、三原、関根、 

萩原、松島、浅川、大野、篠、高橋、 

品川、榊原、鈴木、江口、内田、 

篠口、伊藤、金子、坂口、長濱、白飯 
※ □印はオンラインでの参加  --は欠席 

資料７－２ 

令和４年１０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料 
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Ⅵ．閉 会 
 
第２部 意見交換会  午後５時３０分～ 

 

 

 

意見交換会 次第 

 

司 会  事務局長  甲 斐 正 弘 

１．挨  拶   会  長  平 野 慎 治 

 署 長  紙 屋 正 文 様 

２．乾  杯   副 署 長  水 野 雅 史 様 

３．歓  談 

４．閉  会   副 会 長  浦 田 秀 明 
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資料８ 

令和 4 年 10 月 12 日 

正副会長会資料  

 

 

公益社団法人板橋法人会 公式ホームページ運用管理要綱の制定について 

 

 
板橋法人会は、公益法人として会員だけでなく広く一般の企業や住民を対象に、税知

識の普及と納税意識の向上に資する情報をはじめ、公益性の高い情報を周知するために

組織・広報委員会所管事業として公式ホームページを運用しています。 

その、公式ホームページの運用に関して、現状では要綱が制定されておらず、8 月

10 日開催の第 5 回正副会長会において、公式ホームページの運用等について要綱案を

作成するよう意見が出されました。 

それを受け、10 月 5 日開催の第 2 回組織・広報委員会において要綱案（別紙【資

料 1-2】）を作成しました。 

今後も、適切に運用および管理ができるよう、現況の過程等を書面に起こし、誰もが

共通認識を持てるようにするために新たに要綱を制定します。 

 

記 

 

１．制定する要綱 

  （１）公益社団法人板橋法人会 公式ホームページ運用管理要綱【新規制定】 

 

２．制定理由 

現況の過程等を書面に起こし、誰もが共通認識を持てるようにするため。 

 

３．要綱の概要 

公式ホームページの運用に関し必要な事項を定める。 

 

４．要綱案 

   別紙【資料８-2】 

 



資料 8-2 

令和 4 年 10 月 12 日 

    正 副 会 長 会 資 料 
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公益社団法人板橋法人会 公式ホームページ運用管理要綱（案） 

（令和 4 年●月●日正副会長会決定） 

（目的） 

第 １ 条 この要綱は、公益社団法人板橋法人会（以下「法人会」という。）が運営

する公益社団法人板橋法人会公式ホームページ（以下「公式ホームペー

ジ」という。）の適正な運営管理を図るため、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（用語の定義） 

第 ２ 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）コンテンツ 

公式ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、

図画、写真、音声、動画等の総称をいう。 

（２）リンク 

公式ホームページから他の団体等のホームページに接続できること

をいう。 

（３）バナー広告 

公式ホームページ内に表示される広告画像をクリックすることによ

って、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの

をいう。 

 

（適用範囲） 

第 ３ 条 当要綱において、公式ホームページとは、www.itabashi-houjinkai.or.jp

ドメイン以下の全てのホームページをいう。 

 

（所管） 

第 ４ 条 公式ホームページの運営に関する事項は、組織・広報委員会（以下「委員

会」という。）の所管とする。 

 

（管理責任者） 

第 ５ 条 公式ホームページを活用し、法人会の情報を積極的に発信するため、管理

責任者を設置する。 

２ 管理責任者は、会長とする。 

３ 管理責任者は、関係者に対し指導及び助言を行うものとする。 

 

（総括管理者） 

第 ６ 条 公式ホームページを総括的に管理するため、公式ホームページ総括管理者

（以下「総括管理者」という。）を置く。 

２ 総括管理者は、組織・広報委員長とする。 

３ 総括管理者は、公式ホームページの適正かつ円滑な運用を図るとともに、

安全性を確保するため、委員会において意見を集約しなければならない。 

４ 総括管理者は、委員会において審議した内容について、正副会長会におい

て報告し、必要に応じて承認を受けなければならない。 
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（運用管理者） 

第 ７ 条 公式ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、公式ホームページ運

用管理者（以下「運用管理者」という。）を置く。 

２ 運用管理者は、事務局長とする。 

３ 運用管理者の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）公式ホームページ全体の運用管理に関すること。 

（２）公式ホームページの運用管理システムに関すること。 

（３）コンテンツ相互の調整に関すること。 

（４）コンテンツの作成に関する指導及び助言に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、公式ホームページの運用に関すること。 

 

（発信管理者） 

第 ８ 条 公式ホームページの充実を図るとともに、掲載するコンテンツを適正に作

成し、管理するため、事務局に当該コンテンツに係る事務を所管する発信

管理者を置く。 

２ 発信管理者は、事務局職員の中から運用管理者が任命する。 

３ 発信管理者の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）コンテンツの作成、修正及び削除の決定に関すること。 

（２）運用管理者との連絡調整に関すること。 

 

（コンテンツの作成等） 

第 ９ 条 事務局職員は、発信管理者の指示に従い、所管する事務事業に関するコン

テンツの作成、修正及び削除に関する事務を行う。 

   ２ 事務局職員は、公式ホームページに掲載するコンテンツを新たに作成

し、修正し、又は削除しようとするときは、適用される法人会 事務処理

規程等の規定に基づき、事務局事案処理票による決裁を受けなければなら

ない。ただし、人の生命、身体又は財産を守るなど緊急かつやむを得ない

理由があるときは、この限りでない。 

３ 前項ただし書の規定により、コンテンツの作成等を行ったときは、事務局

職員は、速やかに発信管理者に報告しなければならない。 

 

（コンテンツの公開等） 

第１０条 事務局職員が、新たに作成し、若しくは修正したコンテンツを公式ホーム

ページで公開するとき、又は公開中のコンテンツを削除するときは、あら

かじめ発信管理者の承認を受けなければならない。ただし、人の生命、身

体又は財産を守るなど緊急かつやむを得ない理由があって、発信管理者の

不在等により承認を受けることができないときは、運用管理者の承認を受

けることにより公開することができる。 

２ 前項ただし書の規定によりコンテンツの公開等を行ったときは、事務局職

員は、速やかに発信管理者に報告しなければならない。 

３ 発信管理者は、第 1 項の規定によりコンテンツを新たに公開したときは、

運用管理者に報告しなければならない。 

４ 総括管理者は、第 1 項の規定により公開したコンテンツを修正又は削除

したときは、正副会長会において報告しなければならない。 
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（コンテンツの管理等） 

第１１条 運用管理者は、前条第 1 項の規定により公開されたコンテンツが、第１３

条から第１５条までの規定に反するなど不適切なものがあると認めるとき

は、発信管理者に当該コンテンツの修正又は削除を求めることができる。 

２ 前項の規定によりコンテンツの修正又は削除を求めたにも関わらず発信

管理者が修正又は削除を行わないときは、運用管理者は自ら当該コンテン

ツの修正又は削除を行うことができる。 

 

（問い合わせ先の明記） 

第１２条 公式ホームページにコンテンツを公開するときは、原則として問い合わせ

先を事務局とし、問い合わせ先を明記しなければならない。 

 

（掲載情報等） 

第１３条 公式ホームページに掲載することのできる情報の範囲は、次のとおりとす

る。 

（１）税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業に関する

こと 

（２）地域企業の健全な発展に資する事業に関すること 

（３）地域社会への貢献を目的とする事業に関すること 

（４）会員の交流に資するための事業に関すること 

（５）会員の福利厚生等に資する事業に関すること 

（６）収益事業に関すること 

（７）その他、法人会が必要と認めること 

２ 発信管理者は、次に掲げる情報を公式ホームページに掲載するよう努めな

ければならない。 

（１）会員サービスに関する情報 

（２）イベントに関する情報 

（３）参加者等の募集に関する情報 

（４）会員の閲覧に供するために作成された各種書類、パンフレット、広報

誌等の情報 

（５）会員に公開した審議会等に関する情報 

（６）前各号に掲げるもののほか会員に有益な情報 

３ 発信管理者及び事務局職員は、所管するコンテンツを定期的に見直し、最

新の情報を正確かつわかりやすく提供するよう努めなければならない。 

 

（掲載情報の制限等） 

第１４条 前条の規定にかかわらず次に掲げる情報は、公式ホームページに掲載して

はならない。 

（１）政治活動又は宗教活動に関する情報 

（２）公の秩序若しくは善良な風俗に反する情報又はそのおそれのある情報 

（３）営利を目的とする情報（公営事業、観光事業、バナー広告等で運用管

理者が掲載することが妥当であると認めた情報を除く。） 

（４）著作権等を有する情報を活用する場合であって、事前に権利者の了解

を得ていない情報 

（５）前各号に掲げるもののほか、運用管理者が公益上不適切と認める情報 
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（個人情報の掲載制限） 

第１５条 第 1３条の規定にかかわらず、個人に関する情報の掲載については、法人

会 個人情報取扱規程を遵守し、次に定めるところにより行うものとする。 

（１）会員等の個人情報の掲載については、必要最小限に留め、あらかじめ

本人、保護者等が同意した場合に限ること。 

（２）会員等の個人を識別できる写真又は映像の掲載については、あらかじ

め本人、保護者等の同意を得た上で、当該本人の不利益にならないこ

とが明らかな場合に限ること。 

 

（運用管理システムの管理） 

第１６条 運用管理者は、発信管理者に対し公式ホームページの運用管理システムを

利用するためのパスワード及びユーザーID（以下「パスワード等」という。）

を通知するものとする。 

２ 発信管理者は、事務局職員にパスワード等を使用させ、公式ホームページ

のコンテンツの作成等を行わせるものとする。 

３ 発信管理者及び事務局職員は、パスワード等を他人に開示し、又は使用さ

せてはならない。 

４ 発信管理者又は事務局職員がコンテンツの作成等を行うため、公式ホーム

ページの運用管理システムに接続するときは、運用管理者が認めた機器以

外の機器を使用してはならない。 

 

（リンクの設定等） 

第１７条 公式ホームページにリンクを設定できるホームページは、公共機関又は

その関連団体等の公共性の高い団体等が開設するホームページとし、次の

各号のいずれにも該当しないものとする。 

（１）公式ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあ

るもの 

（２）公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの 

（３）政治性又は宗教性のあるもの 

（４）前 3 号に掲げるもののほか、運用管理者がリンク先として不適当であ

ると認めるもの 

２ 運用管理者は、リンクを設定した後に当該ホームページの内容が前条各号

のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除することができる。 

 

（バナー広告の掲載） 

第１８条 公式ホームページにバナー広告を掲載できる団体等は、公共機関又はそ

の関連団体等の公共性の高い団体等とし、次の各号のいずれにも該当しな

いものとする。 

（１）公式ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあ

るもの 

（２）公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの 

（３）政治性又は宗教性のあるもの 

（４）前 3 号に掲げるもののほか、運用管理者がバナー広告として不適当で

あると認めるもの 

２ 運用管理者は、バナー広告を設定した後に当該ホームページの内容が前条

各号のいずれかに該当すると認めるときは、バナー広告を削除することが

できる。 
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（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、公式ホームページの適正な運営管理に関

し必要な事項は、委員会が別に定める。ただし、総括管理者は、委員会で

の審議結果について、正副会長会において報告し、必要に応じて承認を受

けなければならない。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年●月●日から適用する。 



資料 ９ 

令和４年１０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料 

                         

2022.10.12 会議資料８ 

 

 

前回の正副会長会以降開催された委員会等について 
 

 

■9 月 21 日（水） 

事業研修・税制委員会による、高卒採用のノウハウ説明のジンジブ常務森氏の講演

については、講師が変更となり、同社 HR コンサルティング事業部部長の近藤海里氏

に変更となり開催されました。今年度入社の高卒社員も同席され、様々な質問にも答

えていただきました。 

 

■9 月 28 日（水） 

東法連青年部会の第４ブロックゴルフコンペが開催されました。 

 

■9 月 30 日（金） 

16 時から組織・広報委員会の正副委員長の打ち合わせを実施しました。 

 

■10 月 4 日（火） 

事業研修・税制委員会の正副委員長打ち合わせと、青年部会の定例会が開催されました。 

 

■10 月 5 日（水） 

組織・広報委員会が開催されました。 

 

■10 月 11 日（火） 

第三支部の税の知っ得塾が、法人会館 3 階会議室で開催されました。 

 

■総務委員会は二回目委員会を 10 月中に実施予定です。 

 

 

以上 

 

 



【資料-10】
令和4年10月12日
正副会長会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備考

1 正副会長会 法人の運営に関する重要事項を審議 法人
定期開催

（毎月・第２木曜日）
板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長
開催数：7回
開催日：4/14・5/12・6/9・7/15・8/1・9/8
　　　　　・10/12

2 常任理事会 理事会の審議事項の検討 法人
定期開催

（奇数月・第３木曜日）
板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長、
常任理事

開催数：3回
開催日：5/19・7/21・9/15

3-1
第１回（決算承認理事会）
・通常総会、事業報告、計算書類等の承認

5月26日（木）
板橋法人会館
3階会議室

3-2
第2回
・業務執行状況報告

7月21日（木）
板橋法人会館
3階会議室

3-3
第3回
・業務執行状況報告

9月26日（月）
板橋法人会館
3階会議室

3-4
第4回
・業務執行状況報告

12月15日（木） 未定

3-5
第5回（予算承認理事会）
・事業計画、収支予算、資金調達及び設備投
資の見込みを記載した書類の承認

未定（5年3月）
板橋法人会館
3階会議室

4 ブロック長会議
支部及びブロック相互の情報の共有と親睦を
図る

法人 年度内2回
板橋法人会館
3階会議室

会長、総務担当副会長、
ブロック長及び支部長

5
顧問・相談役・正副会
長会

法人会の事業運営について報告
終了後、懇親会を開催

法人 5年2月・予定 未定
顧問、相談役、会長、副会長
会費5,000円

令和5年度は改選期のため実施する

6 監査会
理事の職務の執行、計算書類及び事業報告等
の監査

法人 5月16日（月）
板橋法人会館
3階会議室

監事、総務委員長、
会長、顧問税理士

7-1
第１部　会員増強表彰式
第２部　総会

6月10日（金）
16：00～17：30

板橋区立
グリーンホール
1階ホール

正会員、来賓
参加者131名（会員111、来賓13、他7）
委任状1,915名

7-2 懇親会【通常総会終了後】
6月10日（金）
18：00～19：30

【中止】

板橋区立
グリーンホール
2階ホール

会員、来賓300名
会費5,000円

8 全体委員会
役員に委嘱状を交付
意見交換会は中止

法人 6月23日（木）
板橋区立文化会館
大会議室

会長、副会長、
常任理事、監事、全委員

例年、隔年（改選期）に開催していたが、今
年度から毎年開催する
当日出席48名

9-1 総務委員会 適宜開催
第１回・6月2日（木）16：00～17：00
第2回・10月（予定）

9-2 事業研修・税制委員会 適宜開催
第１回・7月12日（火）16：00～17：00
第2回・9月1日（木）16：00～17：00
第3回・11月2日（水）16：00～17：00（予定）

9-3 厚生委員会 適宜開催 第１回・8月25日（木）16：00～17：00

9-4 組織・広報委員会 適宜開催
第１回・7月13日（水）16：00～17：00
第2回・10月5日（水）16：00～17：00

9-5 社会貢献委員会 適宜開催
第１回・7月14日（木）16：00～17：00（中止）
第１回・8月9日（火）15：00～16：00

10 会計事務説明会
支部決算報告の手順と
次年度支部予算書の書き方を説明

法人 5年3月・予定
板橋法人会館
3階会議室

支部長、
会計責任者

11 情報交換会
理事会(年末開催)終了後、情報交換会（忘年
会）を開催

共益 12月15日（木） 未定
理事会出席者
会費（案）3,000円

12 新年賀詞交歓会
地域の経営者が集い、情報交換、名刺交換、
並びに旧交をあたためるため開催

共益 5年1月16日（月）
板橋区立文化会館
大会議室

各支部出席人数未定
会費未定

13
板橋税務署との
意見交換会

板橋税務署の人事異動に伴う、名刺交換と意
見交換会

共益
9月26日（月）
理事会終了後

板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長、常任理事、理事、監事、顧
問、相談役、参与、税務署幹部職員

出席者30名
（税務署3名、法人会役員22名、事務局5名）

14
税務関係
六団体長会議

各団体の事業計画の発表、意見交換会 法人 年6回開催 板橋税務署 会長、事務局長
令和4年　4/15（中止）・6/16・9/5
　　　　　　　・10/17・12/5（予定）
令和5年　1/12（予定）

15 税務懇談会
税務関係六団体が主催
税務署の人事異動に伴う意見交換会

法人
8月5日（金）

【中止】

板橋区立
グリーンホール
1階ホール

税務署幹部職員
税務関係六団体長

16
第4ブロック
合同会議

第４ブロックの法人会が集合し、意見交換及び
交流会を開催

法人 11月8日（火）
ハイアットリージェン
シー東京

会長 幹事・新宿法人会（令和2年度から継続）

17-1
地元国会議員並びに地元自治体に対する要
望活動

公１ 未定（11月～12月）
地元国会議員
区長、区議会

会長、総務委員長、
事業研修・税制委員長

17-2
全法連全国大会への参加
税制改正要望大会への参加

公１ 10月13日（木）
千葉県千葉市
幕張メッセ

18
ものづくり・商業・サー
ビス業革新補助金
無料相談会

国会で可決される令和２年度補正予算の「もの
づくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
について、本補助制度の申請に必要な情報提
供や計画書作成支援に取り組むため、公益財
団法人板橋区産業振興公社と連携し、法人会
館会議室を使用して中小企業診断士を相談員
として無料相談会を開催
※中小企業診断士に対する経費は公益財団
法人板橋区産業振興公社が負担

公２ 5年3月・未定
板橋法人会館
3階会議室

会員、
一般（非会員）

19 職業体験事業
板橋区教育委員会と交わした覚書に基づき、
中学生の職業体験事業を実施

公３
通年

（学校と調整）
体験受入れ法人 区内中学生

1/1

法人
会長、副会長、
常任理事、理事、
監事

令和4年度　　総務委員会　　所管事業報告
Ⅰ．職務分掌

税制改正の提言及び
提言書の関係機関
への提出

渉
外
事
業

公
益
事
業

法
人
会
運
営

　７．会費、積立金等に関する事項
　８．予算の支出認証に関する事項
　９．財産の管理に関する事項
　１０．支部会計に関する事項
　１１．他に属さない事項

Ⅱ．事業計画

　　１．役員及び委員構成員の選任または、委嘱に関する事項
　　２．定款、支部運営規則、その他諸規定及び改廃に関する事項
　　３．理事会及び各委員会の連絡調整に関する事項
　　４．政府諸機関、地方公共団体、その他の団体との連絡・交渉に関する事項
　　５．事務局に関する事項
　　６．予算及び決算に関する事項

通常総会 法人

板橋法人会館
3階会議室

委員長、
副委員長、
委員

委員会 法人

理事会



【資料１１】
令和4年10月12日

正副会長会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（ 予定日）

実施場所 対　 象 備　 考

簿記の初歩と 経理の基本知識、 仕訳など初心者を
対象に指導する。 また簿記一巡の手続、 日常取引
の仕訳など経理の実務に関する講習会。

①やさ し い簿記（ Ⅰ）
講師： 東京税理士会板橋支部税理士 高畠　 博司
氏

公2
6/2. 9. 16. 23. 30

【 全5回】
各回18： 30～20： 30

会員（ 2, 000円） 、
一般（ 3, 000円）

【 実施済】
申込者： 会員22名、 一般6名　 計28
名

②やさ し い簿記（ Ⅱ）
講師： 東京税理士会板橋支部税理士 鈴木　 都子
氏

公2
9/8. 15. 22. 29. 10/6. 13

【 全6回】
各回18： 30～20： 30

会員（ 2, 000円） 、
一般（ 3, 000円）

【 実施中】
申込者： 会員24名、 一般7名　 計31
名

2 地域講演会
広範囲な学習を 実施する為、 個人の知識向上や健
全な発展を 目的に講演会を 実施する。

公3 検討 区内施設 会員、 一般

3 夏期研修会

広範囲な学習を 実施する為、 個人の知識向上や健
全な発展を 目的に研修会を 開催する。
演題： 「 『 運』 を 科学する～運のいい人の行動パ
タ ーン～」
講師：  脳科学者　 中野 信子 氏

公2
9/7（ 水）

15： 30～17： 00
ホテルメ ト ロポリ
タ ン

会員無料、
一般（ 1, 000円）

【 実施済】
申込者： 137名（ 一般０ 名）

4 役員懇談会 法人会役員が一同に会し 、 懇親と 交流を 深める。 共益
9/7（ 水）

17： 30～19： 30
ホテルメ ト ロポリ
タ ン

支部・ 部会役員
【 実施済】
申込者： 102名

5
実務セミ ナー①
（ 経営者向け）

中小企業経営者を 対象に企業のさ ら なる成長・ 発
展に向けた戦略構築及び問題解決に向け、 企業の
活性化及び円滑に経営を 進めるためのセミ ナーを
開催。 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 中小企業の経営戦略セ
ミ ナー
「 間違いだら けの高卒新卒採用ノ ウハウ」
講師： I ㈱ジンジブ　 HRコ ンサルティ ング事業部
部長　 近藤　 海里 氏

公2
9/21（ 水）

18： 00～19： 30
板橋法人会館
3階会議室

会員、 一般
【 実施済】
申込者： 会員12名、 一般6名　 計18
名

地域住民や会社の従業員向けに個人の知識向上・
スキルアッ プでき るセミ ナーを 開催する。 年数回
実施。

①年末調整講習会
講師： 板橋税務署担当官

公2
11/15（ 火）

15： 00～17： 00
板橋法人会館

3階会議室
会員、 一般

【 実施前】
申込者： 会員10名、 一般9名　 計19
名

②スキルアッ プセミ ナー 公2 検討 会員、 一般

7
法人税申告書・ 決算書の
書き 方講習会

初めて書く 方を 対象に、 法人税申告書・ 決算書の
書き 方を 指導する講習会。
講師： 東京税理士会板橋支部税理士 安井　 教雄
氏

公1

11/2. 10. 17. 24. 12/1. 8.
15

【 全7回】
各回18： 00～20： 00

板橋法人会館
3階会議室

会員（ 3, 000円） 、
一般（ 5, 000円）

【 実施前】
申込者： 会員6名、 一般3名　 計9名

8
税務、 労務、 経営、 経営
支援相談

税務、 労務、 経営、 経営支援、 無形（ 知的） 財産
※、 行政手続支援の相談等についての疑問などの
相談窓口の場を 提供する。

公2
通年

【 事前予約制】
板橋法人会館
4階役員室

会員/
※一部を 除く

一般（ 5, 000円）

9

イ ンタ ーネッ ト
配信サービス
「 セミ ナー・ オンデマン
ド 」

「 正し い税知識の普及活動」 「 社会貢献活動」
「 経営支援活動」 等の推進に有効なツールと し
て、 イ ンタ ーネッ ト によるセミ ナー配信サービス
を 導入。
※セミ ナーDVDレ ンタ ルサービスも あり

公2 通年
板橋法人会
ホームページから
リ ンク

会員

10
税を 考える週間協賛事業
「 税を テーマと し た川柳
コ ンク ール」

税を テーマと し た川柳を 募集し 、 税金への関心を
持っ ていただく こ と を 目的と し て実施する。

公1 ６ /１ ～９ /３ ０ まで
区内小中学校を は
じ め全域

会員、 一般

【 募集終了】
一般8, 552句（ 内板橋区 195
句）  ・ ジュ ニア1, 949句（ 内板
橋区 1, 754句） 　 総計10, 503句

11 ブロッ ク 別税務座談会
税務署担当官と 各ブロッ ク 支部会員等と の交流及
び座談会。
（ 同時開催/税務講習会） 　 【 計5回】

公1 未定
板橋法人会館
3階会議室

支部会員、
一般

12 税の知っ 得塾

税理士（ 東京税理士会 板橋支部） を 講師と し て
「 経営に役立つ税の情報」 を 得るこ と のでき る研
修会を 開催する。
併せて、 支部会員及び非会員と の交流の場と し
て、 懇親会を 開催する。

公1 １ ２ 月末までに実施
各支部
近隣施設

支部会員、
一般

第1・ 2・ 3・ 4. 6. 9. 11. 12. 15支部、
青年部会
10の支部・ 部会で開催

13 新設法人説明会

新し く 設立し た法人に対し て、 留意すべき 税金そ
の他の事項について、 税務署担当官、 税理士によ
る説明会。
主催： 板橋税務署
協力： 板橋法人会・ 青年部会・ 女性部会

公1
通年

【 年6回】
板橋法人会館
3階会議室

一般
( 事前申込制
各回20名）

14 決算法人説明会

決算を 迎える法人に対し て、 正し い決算と 申告の
ためのチェ ッ ク ポイ ント 、 改正税法の活用の仕
方、 決算手続き と 申告調整などについて、 板橋税
務署担当官、 税理士による説明会。
主催： 板橋税務署　 　 協力： 板橋法人会

公1
通年

【 年14回】
板橋法人会館
3階会議室

会員、 一般
( 事前申込制
各回20名）

1/1

税
制
事
業

令和4年度　事業研修・税制委員会　所管事業報告
Ⅰ． 職務分掌

１ ． 中小企業の健全な発展、 経営力アッ プを 目的と し た講演会、 研修会等の企画、 実施に関する事項
２ ． 税制及び税務に関する事項
３ ． 税制改正及び税務行政に対する要望意見、 提言に関する事項
４ ． その他、 研修・ 税制に関する事項

Ⅱ． 事業計画

事
業
研
修
事
業

1 簿記講習会

実務セミ ナー②
（ 従業員、 一般向け）

6

板橋法人会館
3階会議室



【資料１2】

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（ 予定日）

実施場所 対　 象 備考

2
西武園ゆう えんち
1日レ ヂャ ー切符引換券

西武園ゆう えんちのお得なチケッ ト
（ 1日レ ヂャ ー切符引換券） を 会員価格で販売
有効期限： ～9月末、 ～3月末

通年 西武園ゆう えんち
会員

〔 １ 社： 半期5枚〕

3
サンシャ イ ンシティ
サンシャ イ ン水族館
前売り チケッ ト

サンシャ イ ン水族館の前売チケッ ト の販売
（ 割引補助あり ） 　 ～9月末、 ～3月末

通年 サンシャ イ ン水族館
会員

〔 １ 社： 半期5枚〕

4
東京ド ームシティ
得10チケッ ト

東京ド ームシティ の各施設で利用でき る得10チ
ケッ ト の販売。
一般では販売し ていないチケッ ト を 一冊2, 700円
で販売。
有効期限： ～9月末、 ～3月末

通年 東京ド ームシティ
 会員

〔 1社： 半期5枚〕

5

東京ディ ズニーリ ゾー
ト
コ ーポレ ート プログラ
ム

東京ディ ズニーリ ゾート の対象施設の割引。 コ ー
ポレ ート プログラ ム利用券（ 500円割引補助） の
発行。 お得な期間限定キャ ンペーンや宿泊施設の
割引あり
※チケッ ト はイ ンタ ーネッ ト で購入可能

通年
東京ディ ズニー
リ ゾート

会員
〔 １ 社： ひと 月5枚、

年間20枚まで〕

※10月より お得な割引キャ ン
ペーン「 サンク ス・ フ ェ スティ
バル」 を 開催。 実施期間：
10/11～11/30まで

6
天然温泉スパディ オ
割引券及び割引補助券

板橋の天然温泉スパディ オの割引券及び月ごと に
利用可能な割引補助券の発行。

通年 天然温泉スパディ オ
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

7
豊島園　 庭の湯
割引補助券

豊島園　 庭の湯の割引補助券の発行。 〔 平日、 土
日祝、 特定日（ GW・ お盆・ 年末年始） 料金あり 〕

通年 豊島園　 庭の湯
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

8
サンリ オピュ ーロラ ン
ド 　   パスポート  割引
補助券

サンリ オピュ ーロラ ンド のパスポート チケッ ト の
割引補助券の発行。

通年
サンリ オピュ ーロラ
ンド

会員
〔 １ 社： ひと 月5枚、

年間10枚まで〕

9
東京サマーラ ンド
1Dayパス 割引補助券

東京サマーラ ンド の1Dayパスの割引補助券の発
行。

春季 （ 4/1～
6/30） 、 　 　 　 夏季

（ 7/1～9/25）
東京サマーラ ンド

会員
〔 １ 社： ひと 月5枚、

年間10枚まで〕
【 今年度営業終了】

ローソ ン・ ミ ニスト ッ プ店舗内に設置し ている
「 Ｌ ｏ ｐ ｐ ｉ 」 で映画、 舞台、 コ ンサート 、 ス
ポーツ観戦、 イ ベント などの各種チケッ ト を 購入
する際に利用でき る利用補助券（ 500円） の発
行。

通年
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

法人会員制チケッ ト サービス「 ローチケｂ ｉ ｚ
+」
会員限定ホームページやメ ールマガジンにて利用
可能。 （ 要登録）
・ チケッ ト 購入時のシステム利用料・ 発券手数料
が無料
・ 販売商品提供、 チケッ ト 割引
・ 本、 映画鑑賞券、 航空券、 ツアー優待
・ レ ンタ カ ーの優待利用等お得な情報あり

通年 会員

12
一日人間ド ッ ク
（ 生活習慣病健診）

全日本労働福祉協会及び愛誠病院・ 板橋中央総合
病院による1日人間ド ッ ク 型式の生活習慣病健診
の実施。
※全日本労働福祉協会の6月の受診者を 対象と し
た保健指導、 オプショ ン検査に新型コ ロナウイ ル
ス抗体検査あり

収益

通年
※全日本労働福祉協
会のみ6月及び1月実

施

全日本労働福祉協会
愛誠病院
板橋中央総合病院

会員

総合東京病院のがんを 早期発見でき るPET検査を
法人会員料金で提供。

通年 総合東京病院 会員

西台ク リ ニッ ク によるグラ ンド コ ース、 がん総合
コ ース、 PET-CTコ ースの割引。 早期発見のために
精度の高い検診を 提供。 会員特別割引で利用でき
る。

通年 西台ク リ ニッ ク 会員

14
全法連・ 東法連関連の
斡旋事業
の普及推進

会員の福利厚生事業の一環と し て実施。
（ 福利厚生サービス（ Audi JAPAN・ BMWJAPAN・ レ
ク サス等） 、 関東自動車共済及び東京都火災共
済）

収益 通年 会員

15 会員向け法律相談
会員向けの法律無料相談。 ※電話相談は休止。 東
法連の弁護士相談を 利用する。

共益 通年 会員

16
経営者大型保障制度の
普及推進

大同生命保険㈱　 会員の福利厚生事業の一環と し
て実施。

通年 会員

17
経営保全プラ ンの普及
推進

AI G損害保険㈱　 会員の福利厚生事業の一環と し
て実施。

通年 会員

18
がん保険制度の普及推
進

アフ ラ ッ ク 生命保険㈱　 会員の福利厚生事業の一
環と し て実施。

通年 会員

19
貸倒保障制度（ 取引信
用保険） の普及推進

三井住友海上　 会員の福利厚生事業の一環と し て
実施。

通年 会員

新 20 ゴルフ コ ンペ 支部部会対抗チャ リ ティ ーゴルフ 大会 共益 12/1（ 木）
武蔵松山カ ント リ ー
ク ラ ブ

支部・ 部会役員
【 募集中】 ※９ 月29日に役員へ
案内送付済

1/1

福
利
厚
生
事
業

10

11 割引斡旋事業

●藤田観光リ ゾート 宿泊施設等
●ホテル椿山荘東京のレ スト ラ ン・ 写真室、 婚礼
等
●展覧会等のチケッ ト 特別販売
その他会員割引料金で利用でき るイ ベント チケッ
ト の特別割引あり 。
●医新ク リ ニッ ク の脳ド ッ ク
●高島平中央総合病院の脳、 乳腺、 骨粗鬆症ド ッ
ク 健診

通年 各施設 会員

共益

ローソ ンチケッ ト
割引補助券及びチケッ
ト サービス

※期間限定で舞台やイ ベント が
会員特別料金で購入可能。
（ ホームページにて掲載予定）
※板橋区内商品券の割引販売検
討中。

13 Ｐ Ｅ Ｔ －Ｃ Ｔ がんド ッ ク 収益

※その他　 ボウリ ング教室やチャ リ ティ ーコ ンサート 等のイ ベント 事業を 企画検討中。

　 　 　 　 　 　 　 令和４ 年度　 厚生委員会　 所管事業報告
Ⅰ． 職務分掌

１ ． 会員の福利厚生事業の企画・ 実施及び推進に関する事項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ ． その他、 福利厚生に関する事項

Ⅱ． 事業計画

令和4年10月12日
正副会長会資料

公
益
事
業

1 厚生講演会 健康福祉の向上を 図るための講演会。 公3

収益

※検討中年度中
板橋法人会館
３ 階会議室

会員、 一般

ローソ ン・
ミ ニスト ッ プ店舗



【資料13】
令和4年10月12日
正副会長会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備　考

1

広報誌「法人いたばし」の製作並びに発送

・「法人いたばし」を年4回発行し配布を行う
・夏号は14,000部印刷し、会員及び板橋区内
の全稼働法人に発送する。
・秋号、新春号、春号の3回は5,000部印刷
し、会員に発送する。

公益

夏号：7月28日発行
秋号：10月25日発行
新春号：1月24日発行予
定
春号：3月23日発行予定

板橋法人会館
3階会議室
（封入作業）

会員、未加入企業、
一般区民

・表紙写真の採用者に謝礼（板橋区
内共通商品券1万円分）を贈呈す
る。（過去採用者も対象とする）
・広報誌の発行に関する要綱を整備
した。
・広報誌は、委員会審議後、正副会
長会で審議し、承認を得た後、発行
をする。

2

ホームページを運営し、法人会の情報を発信

・板橋法人会公式ホームページ
・コロナに負けないゾ！リレープロジェクト

公益 通年 会員、一般
・公式ホームページ運用管理要綱
（案）を作成した。

３

SNSによる情報の発信

・Facebook
・Instagram

公益 通年 会員、一般
・年間を通し、Facebook広告（有
料）を実施。（110円/日）

４ 会員増強功労者表彰 通常総会時に会員増強功労者を表彰 共益 　6月10日（金）
板橋区立
グリーンホール

受賞者
・優秀団体賞　３団体
（大同生命保険・AIG・アフラッ
ク）

5

各支部における加入勧奨活動の実施

・支部報奨金の支給基準である加入勧奨実績
20ポイント標達成に向けて、年間を通じ会員
増強活動を実施する。

共益 通年 各支部 未加入企業
・新型コロナの感染状況により、実
施方法を検討する。

６ 会員（個人）における加入勧奨活動の実施 共益 通年 未加入企業

・加入増強報奨金支給規程の周知を
徹底し、会員一人ひとりが積極的に
加入勧奨ができる体制づくりを図
る。

７

加入勧奨説明会の開催

・各支部長及び会員増強担当者を一堂に会し
て、今年度の加入勧奨の活動方針を説明

共益 中止

支部長、
支部会員増強担当１
名、
組織・広報委員

・支部長宛に加入勧奨の方針につい
ての書面を送付。

８

パンフレット「入会のご案内」の作成・配布

・経営支援サービスや、福利厚生制度を中心
に、入会することのメリットを分かりやすく掲
載

共益
法人いたばし夏号
に封入し発送

板橋法人会館
3階会議室
（封入作業）

未加入企業
・広報誌夏号に封入し、未加入法人
を対象に配付する。
※6社入会（10/6現在）

９ 新設法人説明会における加入勧奨の実施。 共益

・5月9日（月）
・7月7日(木）中止
・9月12日（月）
・11月7日（月）
・R5年1月10日（火）
・R5年3月17日（金）

板橋法人会館
3階会議室

未加入企業
（説明会参加者）

・青年部会組織委員の協力による、
法人会のPRスピーチを実施。

10
法人会アンケート
調査システム

法人会アンケート調査システムの利用拡大に努
める。

共益 通年
回答者：会員
閲覧：会員、一般

・広報誌秋号に記事を掲載。

会員増強事業

令和4年度　組織・広報委員会所管事業

４．広報宣伝に関する事項
５．その他、組織・広報に関する事項

Ⅰ．職務分掌

Ⅱ．事業計画

　　１．組織の拡充強化に関する事項
　　２．会員増強に関する事項
　　３．広報紙発行に関する事項

会
員
増
強
活
動

広
報
事
業

広報誌等による
税情報の発信

1/1



【資料14】

令和4年１０月１２日
正副会長会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備　考

1
地域社会貢献事業
こどもわくわくフェスタ
イベント協働事業

板橋区との協働で、子供の健全育成と子育て
支援を応援する事業。「絵本のまち板橋」と
して、絵本の魅力を体感してもらうイベント
を実施。絵本のキャラクターパネルの提供
と、スタンプラリーの参加者へ法人会ノベル
ティを提供し、法人会ＰＲを行った。

公３
令和４年5月16日

から28日まで

中央図書館ホール
常盤台地域センター
ホール　他

会員、一般区民

板橋区との共催事業
感染症拡大防止策をとりながら、3つの
会場で乳幼児親子を対象として開催し
た。

2
板橋花火大会
イベント協働事業

花火大会プログラムへの広告を掲載し、広く
区民にＰＲする。

公３
８月6日（土）

【中止】
荒川河川敷 会員、一般区民

区主催事業の中止
（新型コロナ感染拡大防止対策）

3
地域社会貢献事業
板橋区民まつり
税のスタンプラリー

租税教育推進の一環として、区民まつり来場
者である、小学生を対象に税金クイズによる
スタンプラリーを行う。

公３
10月15日（土）

・16日（日）
法人会館前 会員、一般区民 板橋区主催事業

4
子育て支援事業
「音楽のおくりもの」

子育て支援の一環として地域の次世代を担う
子供たち並びに子育てをしている親へ心癒さ
れる豊かな時間を過ごしてもらうためクラ
シックの生演奏によるコンサートを開催す
る。

公３ 10月1９日（水）
板橋グリーンホール
２階ホール

会員、一般区民 板橋区との共催事業

5

地域社会貢献事業
いたばし産業見本市
リアル展示会とオンライ
ン展示会とのハイブリッ
ド開催
板橋製品技術大賞

ものづくりの板橋で開催する製造業のための
ビジネス展示会。
会場展示会とオンライン展示会の開催を予
定。
ビジネスセミナーを実施する。

板橋製品技術大賞受賞優秀賞（法人会会賞）
※記念品（楯）の提供　七宝焼きの飾り皿
※受賞賞金50,000円の提供

公３
1１月１０日（木）

・１１日（金）

植村記念加賀スポー
ツセンター（会場開
催）・
オンライン展示会

会員、一般区民

板橋区主催事業

ビジネスに役立つセミナー等の実施に
伴う費用の一部負担
※60,000円を限度に費用の一部を負
担することで「特別協賛」している。
※実施内容、人選等については実行委
員会で検討し決定。

6
チャリティー
コンサート事業
「音楽の絵本」

チャリティーを目的とした事業を開催。
「音楽の絵本」　１１回目の実施。
８月後半から会員向け先行予約を受付開始。

公３ 12月3日（土）
板橋区立文化会館
大ホール

会員、一般区民

板橋区との共催事業
販売状況）10月6日現在 361枚/587
枚
板橋法人会窓口　25枚
板橋区文化会館窓口　279枚
大野屋文具店　28枚
チケットぴあ　29枚

7
板橋Cityマラソン
イベント協働事業

板橋Cityマラソンに協賛する。会場にブース
を設置し、マラソン参加者へ法人会のPRを
行う。

公３
令和５年

３月１９日（日）
荒川河川敷 会員、一般 板橋区主催事業

8
地域社会貢献事業
梅まつり
イベント協働事業

赤塚溜池公園にて行われる赤塚梅まつりに
て、法人会ＰＲ及び楽曲を提供する。

公３
令和５年3月中

予定
赤塚溜池公園 会員、一般区民 板橋区主催事業

9
支部・部会
社会貢献活動事業

支部（部会）において、社会貢献事業を実
施。
　地域社会と密接に関係している中小企業
が、社会的責任を果たすため、地域社会で何
が求められているのかを考え、貢献活動に取
組む事業。
　会員企業の特性、専門性を活かした事業な
ど多岐にわたる事業を実施する。

公３ 年間を通じて 支部単位で実施 会員、一般区民

実施支部
実施計画の提出　1件
第4支部　地域おまつりミニコンサート

10
イベント配布用
ノベルティ作成

ノベルティを作成し、支部や本部の事業にて
来場者へ配布しPRする。
けんたグッズ各種

公３ 年間を通じて 各イベントによる 会員、一般区民

公
益
目
的
事
業

令和４年度　　社会貢献委員会　　所管事業報告
Ⅰ．職務分掌

Ⅱ．事業計画

　　１．企業の社会的責任を果たす地域社会貢献活動に関する事項
　　２．その他、社会貢献事業に関する事項



全法連発第１３１号 

令和４年９月２７日 

一般社団法人 東京法人会連合会 

会 長 小 林 栄 三 殿 

公益財団法人 全国法人会総連合 

専務理事  田 中 光 史 

助成金制度に関する実地調査の実施結果について 

 貴県連傘下の小石川・板橋・王子・江東東法人会を対象に、本年実施いたしました

標記の実地調査に際しましては、ご多用中のところをご協力いただき、誠にありがと

うございました。 

 つきましては、調査項目別の実施結果報告書をご送付申し上げますので、当該単位

会への内容ご伝達とご指導方をよろしくお願い申し上げます。 

資料15

令和４年10月12日
正副会長会資料
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法
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法
人

会
活
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事

業
助
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実

地
調

査
報

告
書

公
益

社
団

法
人

　
板

橋
法

人
会

調
　

査
　

項
　

目
実

 
施

 
内

 
容

実
　

施
　

結
　

果

総
会

議
案

書
等

と
の

整
合

性
総
会
議
案
書
、
定
期
提
出
書
類
、
移
行
認
定
申
請
書

類
の
記
載
内
容
と
の
整
合
性
を
確
か
め
る
。

事
業

・
会

計
全

般
の

概
要

把
握

事
業
全
般
に
つ
い
て
法
人
会
か
ら
説
明
を
受
け
、
助

成
金
対
象
の
事
業
の
概
要
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

使
用
す
る
会
計
ソ
フ
ト
、
帳
簿
体
系
、
資
料
の
保
存

方
法
に
つ
い
て
法
人
会
か
ら
説
明
を
受
け
、
会
計
全

般
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

小
口

現
金

の
管

理
に
つ
い
て
は

、
金

種
表

の
作
成
・
保
管
が
望
ま
し
い

公
益

目
的

事
業

実
施

の
適

切
性

助
成
金
の
使
途
が
全
法
連
の
支
給
目
的
に
沿
っ
て
い

る
こ
と
を
確
か
め
る
。

特
段

の
問

題
、
指

摘
事

項
な
し

各
事
業
が
報
告
書
の
記
載
通
り
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
関
連
資
料
で
確
か
め
る
。

総
会

議
案

書
及

び
助

成
金

実
績

報
告

書
に
記
載
の
参
加
者
数
に
、
一
部
誤
り
が
見
受
け
ら
れ

た

各
事
業
が
「
公
益
目
的
事
業
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
」
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
関
連
資
料

で
確
か
め
る
。

特
段

の
問

題
、
指

摘
事

項
な
し

会
計

処
理

の
適

切
性

計
算
書
類
等
の
承
認
手
続
き
は
適
切
か
、
監
査
は
適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
。

振
替

伝
票

の
一

部
に
、
起

票
者

・
確

認
者
の

押
印
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

各
科
目
は
、
「
費
用
科
目
の
取
扱
要
領
」
に
基
づ
い

て
、
正
し
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
。

各
科
目
は
、
個
別
事
業
と
の
対
応
関
係
が
正
し
く
で

き
て
い
る
か
を
確
か
め
る
。

請
求
書
、
領
収
書
等
の
証
憑
は
適
切
に
保
管
さ
れ
て

い
る
か
を
確
か
め
る
。

配
賦

基
準

の
合

理
性

共
通
費
の
事
業
費
へ
の
配
賦
が
合
理
的
な
基
準
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
確
か
め
る
。

講
評

等
法

人
印

に
つ

い
て

、
使

用
に

関
す

る
規

定
が

な
く

、
使

用
簿

も
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

規
定

及
び

使
用

簿
を

作
成

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

特
段

の
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題
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指
摘

事
項

な
し

特
段

の
問

題
、
指

摘
事

項
な
し
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板　橋

12,200 ① 勧   奨 7

7 ③ 不明他 0

6  (3)合 計・・・（①+②+③） 7

1

34.5% 0

3

7

3,872

151 ① 転   出 0

185 ② 休業・廃業

③ 所在不明 0

④ 会費未納会員の整理 0

（ｲ）メリットなし 2

260 （ﾛ）営業不振 2

新規入会 0 （ﾊ）零  細 0

既存会員 0 （ﾆ）不明他 0

2 小          計 4

当月総組合員数 258 6

※業種により1社で複数の事業場を含む。

〔賛助・特別・個人会員等含む〕

（7）加入率

 ① 正会員数

 ②正会員以外の会員数（法人）

 ③正会員以外の会員数（個人）

〔賛助・特別・個人会員等含む〕

（3）増加数

（4）減少数

（5）差   引

（6）当月総会員数
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（1）稼動法人数

（2）前月総会員数

 （4）合 計・・・（①+②+③+④+⑤）

  ②正会員以外の会員（法人)の増加数

　③正会員以外の会員（個人)の増加数

 合 計・・・（①+②+③）

減
 
 

少
 
 

数
 
 

内
 
 

訳

　法 人 会

令和4年9月末 会員増減報告書

増
加
数
内
訳

4,207 ② 転   入 0

⑤
 

脱
 

会

2

合計・・・（①+②+③）

前月総組合員数

増加数

減少数

【労働保険事務組合の加入状況】

4,208   ①正会員の増加数 4

4,208
 （倒産、吸収合併等による会社消滅も含む）

（6)における当月会員数の内訳

（3)における会員種別増加数



開催案内（案） 

令和４年１０月  日 

会長・副会長 様 

常任理事・理事 様 

監事 様 

（公社）板橋法人会 

会長 平野 慎治 

 

令和４年度 納税表彰式への参加について（案内） 
 

 時下、益々ご清栄のことと存じます。 

 さて、令和４年度 納税表彰式は、下記のとおりです。 

ご多用のところ大変恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上ご出席いた 

だきたくご案内申し上げます。 

 なお、出欠のご連絡を、ＦＡＸで「法人会事務局」あて、１０月２５日までに

お願い致します。 

 

記 

 

１ 日  時  令和４年１１月８日（火） 

 

２ 会  場  （１）表彰式  午後４時 開式 

板橋区立文化会館 ２階小ホール 

            板橋区大山東町５１－１ 

         

        （２）祝賀会  午後５時３０分 

            板橋区立文化会館 ４階大会議室 

 

３ 会  費  ２，０００円（当日、受付にて申し受けます） 
        ※祝賀会出席者のみ会費をいただきます。 
 

＝＝ＦＡＸ ３９６４－２２５５＝＝ 

                                     

「令和４年度 納税表彰式及び祝賀会」 

 

【表 彰 式】に 出 席 ・ 欠 席  します 
 

【祝 賀 会】に 出 席 ・ 欠 席  します 
 

（どちらかに○印を付けて下さい。） 
 
 

氏 名                    

資料１７ 

令和４年１０月１２日 

正 副 会 長 会 資 料 
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